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に、保健指導を行う地位を利用した不当な推奨・販売（例えば、商品等

を保健指導対象者の誤解を招く方法で勧めること）等を行わないこと。 

d 保健指導実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該保健指

導実施者の資質の向上に努めていること。 

e 本プログラムに定める内容の保健指導を適切かつ継続的に実施するこ

とができる財務基盤を有すること。 

f 医療保険者から受託した業務の一部の再委託が行われる場合には、医療

保険者が委託先と委託契約を締結するに当たり、当該委託契約において、

再委託先との契約において本基準に掲げる事項を遵守することを明記す

ること。 

g 次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定め、医療保

険者及び受診者が前もって確認できる方法(ホームページ上での掲載等)

を通じて、幅広く周知すること。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 統括者の氏名及び職種 

三 従業者の職種及び員数 

四 保健指導実施日及び実施時間 

五 保健指導の内容及び価格その他費用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 緊急時における対応 

八 その他運営に関する重要事項 

ｈ  保健指導実施者に身分を証する書類を携行させ、保健指導対象者か

ら求められたときは、これを掲示すること。 

i 保健指導実施者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う

とともに、保健指導機関の設備及び備品について、衛生的な管理を行う

こと。 

j 保健指導機関について、虚偽または誇大な広告を行わないこと。 

k 保健指導対象者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を

受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、苦

情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 

l 従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 


